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４．景観形成の理念と目標 
景観は人々の様々な営みにより生み出されるものだからこそ、まち全体で目指す 

べき「将来イメージ」の実現に寄与していきます。この考え方に基づき、景観形成の 

理念と目標を示します。 
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７－１. 自然公園法に関する事項 
 

町域の一帯が、三河湾国定公園あるいは南知多県立自然公園に指定されています。特に師崎の羽豆神社周

辺は、原生的な自然景観を有するため現状維持を原則とする「特別保護地区」に指定されています。 

知事の許可または事前の届出等の手続により、自然景観を有する地域や動植物の重要な生息地、特異な地

形地質を有する地域等の景観を保護していきます。 

 

７－２. 森林法に関する事項 
 

町内の森林を、尾張西三河森林計画区として定め、伐採及び伐採後の造林に際しては、事前に南知多町長

への届出を義務付けています。これにより、南知多町の景観の土台をなす要素である森林を、健全で豊かな

状態で保全していきます。 

 

７－３. 農地法に関する事項 
 

農地などを農地として売買や貸し借りする時は、農業委員会の許可を受ける必要があります。また、市街

化区域外にある農地を転用する場合は、あらかじめ愛知県知事等の許可を得る必要があります。この手続き

によって、本町の農地を保全し、農の営みを受け継ぎ、農の景観を守っていきます。 

 

７－４. 南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例に関す
る事項 

 

本町では、太陽光発電設備の設置及び管理について、災害の防止、良好な景観及び生活環境の保全を図り、

町民の安全で安心な生活に寄与すること及び事業者と地域住民等が良好な関係を保ち事業を行えるようにす

るため、「南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例」を制定しました（令和 5年 2月 1日施行）。 

また、令和元年に制定された「太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン」については、住民相互理

解のもとでの生活環境の保全及び安全の確保を目指し、令和 4年 2月 21日付で南知多町太陽光発電設備設置

等に関するガイドラインの改定を行いました。太陽光発電設備を設置する場合は、本ガイドライン（改定）

と併せて、資源エネルギー庁の定める「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」も遵守することを求めて

います。 

これらの条例・ガイドラインとあわせ、本計画では次章で定める景観面での規制・誘導を行い、周辺の景

観や環境との調和を図っていきます。 

 

 

 

 

 

７. 海の景観、山の景観を守る規制・誘導 


